
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡の処置具チャンネルのチャンネル開口に取り付けられる内視鏡用処置具栓におい
て、
　処置具が挿通される第１の処置具挿通口を有する第１栓体と、
　栓体取付部を有し、前記チャンネル開口に装着されると共に、前記第１栓体の第１の処
置具挿通口を前記チャンネル開口と対向するように内装すると共に、前記チャンネル開口
から取り外す際に破断可能な破断部が設けられた ハウジン
グと、
　前記処置具が挿通される第２の処置具挿通口を有し、この第２の処置具挿通口と前記第
１栓体 が対向するように、前記ハウジングの栓体取付部に着
脱自在に装着され 第２栓体と
、
　

　を具備したことを特徴とする内視鏡用処置具栓。
【請求項２】
　前記ハウジングの外側には、前記チャンネル開口から取り外す際に用いるつまみ部が設
けられ、このつまみ部の操作により前記ハウジングの破断部が破断されることを特徴とす
る請求項１記載の内視鏡用処置具栓。
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プラスチック材料で形成された

の前記第１の処置具挿通口と
得るものであり、前記ハウジングとは別体として形成された

前記第２栓体の一部を前記ハウジングの前記栓体取付部以外の外表面に固定するための
取付部と、



【請求項３】
　前記第２栓体が、前記ハウジングの栓体取付部に装着された状態では、前記第２栓体は
前記ハウジングの破断部を越えないで両端保持されていることを特徴とする請求項１に記
載の内視鏡用処置具栓。
【請求項４】
　前記第２栓体が、前記ハウジングの栓体取付部に装着された状態では、前記第２栓体は
前記ハウジングの破断部を越えて両端保持されていることを特徴とする請求項１に記載の
内視鏡用処置具栓。
【請求項５】
　前記第２栓体は、前記ハウジングから取り外した際に、前記ハウジングの栓体取付部の
挿入範囲から回避させた位置に保持させる保持部を有することを特徴とした請求項１乃至
４のいずれかに記載の内視鏡用処置具栓。
【請求項６】
　

【請求項７】
　

【請求項８】
　

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡の処置具チャンネルのチャンネル開口に装着され、かつ、そのチャン
ネル開口から処置具チャンネルに挿入される処置具類を気密的に挿通する内視鏡用処置具
栓に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、内視鏡を用いた体腔内の観察及び処置において、内視鏡に設けられた処置具チャ
ンネルから体腔内に薬液を注入したり、処置具を挿通させて病変部位の切除及び採取等の
処置が行なわれている。
【０００３】
　この内視鏡による処置の際に、体腔内の圧力の変化などによって体腔内の汚物や空気が
処置具チャンネルを逆流して、処置具チャンネルのチャンネル開口から外部へ洩れ出すこ
とがある。そのために、内視鏡の処置具チャンネルのチャンネル開口には、栓体を取り付
けて、処置具チャンネルを逆流する汚物や空気の洩れ出るのを防いでいる。
【０００４】
　この処置具チャンネルのチャンネル開口に取り付けられる栓体は、使用後に洗浄消毒を
行って再使用可能な再使用可能型（リユースタイプ）と、処置具チャンネルのチャンネル
開口に一旦装着して使用すると、そのチャンネル開口から外す際に破壊させて再度使用出
来ないようにした再使用不可能型（ディスポタイプ）とがある。
【０００５】
　この栓体のリユースタイプは、使用するたびに洗浄消毒が不可欠であるため洗浄消毒の
管理が煩雑となり、ディスポタイプの栓体が好まれている。このディスポタイプの栓体は
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前記第１栓体および前記第２栓体は、前記ハウジングを形成するプラスチック材料より
も弾性に富んだ弾性材料により形成されていることを特徴とする請求項１乃至５のいずれ
かに記載の内視鏡用処置具栓。

前記第２栓体は、前記ハウジングから取り外した際に、前記ハウジングの栓体取付部の
挿入範囲から回避させた位置に保持させる保持部を有し、前記保持部は、前記第２栓体の
回転転倒が防止されるように前記ハウジングの側面に対して前記取付部を介して取り付け
られていることを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載の内視鏡用処置具栓。

前記第２栓体は、前記ハウジングから取り外した際に、前記ハウジングの栓体取付部の
挿入範囲から回避させた位置に保持させる保持部を有し、この保持部の前記ハウジングと
対向する面と反対側にヒンジ部が設けられていることを特徴とする請求項１乃至７のいず
れかに記載の内視鏡用処置具栓。



、例えば、特許文献１に提案されているように、弾性部材により形成された上栓本体と下
栓本体とからなる栓本体と、この栓本体に比して比較的硬質な部材により形成され、栓本
体を収納保持する栓枠と、この栓枠に形成され処置具チャンネルのチャンネル開口に栓枠
を係着させる係合部と、この栓枠に形成され、栓体をチャンネル開口から外すときの力に
より破断させる破断部と、及びこの破断部に連設されて栓枠に形成された開口部とから構
成されている。
【特許文献１】実開平３－１０１９０８号公報。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に提案されているリユースタイプの栓体は、上栓本体と下栓本体からなる栓
本体の外周を栓枠により覆われて処置具チャンネルのチャンネル開口に装着される。この
ために、特に外径の太い処置具を使用する場合は、栓本体に設けられた処置具挿通用のス
リットの形状が変形しにくく、例えば、ゴム部材のみにより形成されたリユースタイプに
比して、処置具を挿入及び引き抜く時の挿脱力が大きくなり、処置具の挿入操作が重く操
作効率が低下する課題がある。
【０００７】
　本発明は、このような事情に鑑みなされたもので、処置具の外径に拘わらず挿脱力が小
さく、体腔内からの逆流漏れを確実に防止できるディスポタイプの内視鏡用処置具栓を提
供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の内視鏡用処置具栓は、内視鏡の処置具チャンネルのチャンネル開口に取り付け
られる内視鏡用処置具栓において、処置具が挿通される第１の処置具挿通口を有する第１
栓体と、栓体取付部を有し、前記チャンネル開口に装着されると共に、前記第１栓体の第
１の処置具挿通口を前記チャンネル開口と対向するように内装すると共に、前記チャンネ
ル開口から取り外す際に破断可能な破断部が設けられた ハ
ウジングと、前記処置具が挿通される第２の処置具挿通口を有し、この第２の処置具挿通
口と前記第１栓体 が対向するように、前記ハウジングの栓体
取付部に着脱自在に装着され
第２栓体と、

を具備したことを特徴とする。
【０００９】
　本発明の内視鏡用処置具栓の前記ハウジングの外側には、前記チャンネル開口から取り
外す際に用いるつまみ部が設けられ、このつまみ部の操作により前記ハウジングの破断部
が破断されることを特徴とする。
【００１０】
　本発明の内視鏡用処置具栓の前記第２栓体が、前記ハウジングの栓体取付部に装着され
た状態では、前記第２栓体は前記ハウジングの破断部を越えないで両端保持されているこ
とを特徴とする。
【００１１】
　本発明の内視鏡用処置具栓の前記第２栓体が、前記ハウジングの栓体取付部に装着され
た状態では、前記第２栓体は前記ハウジングの破断部を越えて両端保持されていることを
特徴とする。
【００１２】
　本発明の内視鏡用処置具栓の前記第２栓体は、前記ハウジングから取り外した際に、前
記ハウジングの栓体取付部の挿入範囲から回避させた位置に保持させる保持部を有したこ
とを特徴とする。
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プラスチック材料で形成された

の前記第１の処置具挿通口と
得るものであり、前記ハウジングとは別体として形成された

前記第２栓体の一部を前記ハウジングの前記栓体取付部以外の外表面に固定
するための取付部と、

本発明の内視鏡用処置具栓の前記第１栓体および前記第２栓体は、前記ハウジングを形
成するプラスチック材料よりも弾性に富んだ弾性材料により形成されていることを特徴と



【００１３】
　本発明の内視鏡用処置具栓は、ディスポタイプの処置具栓として用いられ、処置具の外
径に拘わることなく比較的挿脱力が小さく、かつ、処置具チャンネルの気密性が保てる処
置具栓が提供出来る。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明は、処置具の外径に拘わらず処置具の挿脱操作が軽く、かつ、処置具と処置具チ
ャンネルとの間の気密性も高い内視鏡用処置具栓が提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について詳細に説明する。本発明に係る内視
鏡用処置具栓の一実施形態について、図１乃至図９を用いて説明する。   
　図１は本発明に係る内視鏡用処置具栓の第１の実施形態である処置具栓を処置具チャン
ネルのチャンネル開口に装着した状態を示す断面図、図２は本発明に係る内視鏡用処置具
栓の第１の実施形態である処置具栓の第２栓体を図１の状態から取り外した状態を示す断
面図、図３は図２に示した本発明に係る内視鏡用処置具栓の第１の実施形態である処置具
栓を上側から見た上面図、図４は図１に示した本発明に係る内視鏡用処置具栓の第１の実
施形態である処置具栓を図中矢印Ｙ方向から見た側面図、図５は本発明に係る内視鏡用処
置具栓の第１の実施形態である処置具栓の第２栓体を操作している状態を示す斜視図、図
６は本発明に係る内視鏡用処置具栓が用いられる内視鏡の正面図、図７は本発明に係る内
視鏡用処置具栓の第１の実施形態である処置具栓の第１栓体の第１変形例を示す断面図、
図８は本発明に係る内視鏡用処置具栓の第１の実施形態である処置具栓の第１栓体の第２
変形例を示す断面図、図９は本発明に係る内視鏡用処置具栓の第１の実施形態である処置
具栓の第２栓体の第１変形例を示す断面図である。
【００１６】
　最初に図６を用いて、本発明に係る内視鏡用処置具栓が用いられる内視鏡について説明
する。内視鏡２は、主に術者が把持する操作部３、及び長尺で可撓性を有する挿入部４と
から構成されている。操作部３には、鉗子及び各種処置具等の処置具５を処置具チャンネ
ルに挿入させるためのチャンネル開口６、図示していない光源装置に接続するライトガイ
ドを内蔵したユニバーサルコード、及び図示していないが挿入部４の先端部分に設けられ
ている湾曲部を遠隔的に湾曲操作する湾曲操作ノブ、並びに送水・送気ポンプを接続する
送水・送気口金が設けられている。この操作部３のチャンネル開口６には、後述する本発
明に係る処置具栓１が装着され、その処置具栓１により処置具５の挿脱時の処置具チャン
ネルと外部との気密が保持されている。
【００１７】
　挿入部４は、基端が操作部３に接続され、先端に先端部と湾曲部とが設けられている。
この挿入部４の内部には、操作部３のチャンネル開口６に連通した処置具チャンネル７が
先端部の先端面へと設けられている。つまり、チャンネル開口６から挿入された処置具５
は、処置具チャンネル７を挿通して、先端部の先端面から導出するようになっている。ま
た、挿入部４の内部には、ライトガイド、送水・送気チャンネルなど設けられ、先端部の
先端面まで連通されている。
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する。
　本発明の内視鏡用処置具栓の前記第２栓体は、前記ハウジングから取り外した際に、前
記ハウジングの栓体取付部の挿入範囲から回避させた位置に保持させる保持部を有し、前
記保持部は、前記第２栓体の回転転倒が防止されるように前記ハウジングの側面に対して
前記取付部を介して取り付けられていることを特徴とする。
　本発明の内視鏡用処置具栓の前記第２栓体は、前記ハウジングから取り外した際に、前
記ハウジングの栓体取付部の挿入範囲から回避させた位置に保持させる保持部を有し、こ
の保持部の前記ハウジングと対向する面と反対側にヒンジ部が設けられていることを特徴
とする。



【００１８】
　次に、本発明に係る内視鏡用処置具栓について、図１乃至図４を用いて説明する。処置
具栓１は、例えば、ポリエチレン等のやや弾性を有するプラスチック材料で形成されたハ
ウジング８、ハウジング８よりも弾性に富んだシリコンゴム等の材料で形成された第１栓
体９、同じくシリコンゴム等の材料で形成された第２栓体１０から構成されている。
【００１９】
　ハウジング８は、上側端壁１２を有する略筒状に形成されており、この上側端壁１２に
は、後述する第２栓体１０が着脱される栓体取付部１３が設けられている。また、上側端
壁１２の一端部には、ハウジング８の側方へ延出したつまみ部１４が一体的に形成されて
いる。
【００２０】
　このハウジング８の筒状の中間部分の内周面には、後述する第１栓体９の外周を嵌合保
持するための突起状の保持部１８ａ，１８ｂが全周又は部分的に形成されている。このハ
ウジング８の下側端の内周面には、内視鏡２の処置具チャンネル７のチャンネル開口６に
取り付けるための突起状の係止部１９が全周又は部分的に形成されている。この突起状の
係止部１９は、ハウジング８の下側端の開口側に傾斜面２０を有しており、この傾斜面２
０により前記チャンネル開口６の外周に押圧装着できるようになっている。
【００２１】
　つまり、ハウジング８をチャンネル開口６に押し込んだ時、係止部１６はチャンネル開
口６のフランジ状の口元を乗り越えて係止できるようになっており、この係止部１９が一
旦係止されると、ハウジング８はチャンネル開口６から外れないようになっている。なお
、この係止部１９の形状とチャンネル開口６の口元形状は、この実施形態の形状に限るも
のではなく、ハウジング８とチャンネル開口６との取り付けが容易で、かつ、取り付け後
は外れない形状であればいかなる形状でも良い。
【００２２】
　このハウジング８の下側端の外周からフランジ１６が前記つまみ部１４と略平行に延出
されている。また、このハウジング８には、つまみ部１４と対向する下端側の外側面に後
述する第２栓体１０を取り付けるための取付部２４が形成されている。さらに、このハウ
ジング８の上側端壁１２に設けられたつまみ部１４は、図３に示すように、術者が把持可
能であり、かつ、ハウジング８の筒状の外径よりも小さい幅に形成されている。
【００２３】
　この上側端壁１２には、図３に示すように、一対の切り込み溝１５ａ，１５ｂからなる
破断部が設けられている。この破断部である切り込み溝１５ａ，１５ｂは、つまみ部１４
の幅と略同等の間隔により形成され、かつ、つまみ部１４と対向するハウジング８の筒状
の外側と、フランジ１６へと延出している。この切り込み溝１５ａ，１５ｂは、前記つま
み部１４を引き上げた際に、切り込み溝１５ａ，１５ｂからハウジング８が破断されやす
いように形成されている。なお、取付部２４は、図４に示すように、ハウジング８の外側
に設けられた切り込み溝１５ａ，１５ｂの間に形成されている。
【００２４】
　この切り込み溝１５ａ，１５ｂからなる破断部の形状は、溝形状がＶ字状、Ｕ字状等で
、その部分が他の部分よりも薄肉状態に形成され、あるいはその溝形状が破線状に設ける
等のようにつまみ部１４により容易に破断される形状であれば良く、形状構成はいかなる
ものでも良い。
【００２５】
　この切り込み溝１５ａ，１５ｂは、図１と図２に示すように、つまみ部１４の根元側に
も設けたり、或いは、つまみ部１４の根元側に開口を設けることにより、軽微な引き上げ
力により容易に切断できようにしても良い。また、つまみ部１４の上面には、引き上げ方
向を示す指標１７が設けられている。
【００２６】
　第１栓体９は、外形が筒状で、その筒状の内周の下側端には、略漏斗状に形成された第
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１の閉鎖膜９ａが設けられている。この第１の閉鎖膜９ａの中央部には、第 1の処置具挿
通孔１１が形成されている。この第１の処置具挿通孔１１は、小孔部２１と薄肉部２２と
から構成されている。この第１処置具挿通孔１１に処置具５が挿通されると、その処置具
５により小孔部２１と薄肉部２２が変形伸張して処置具５が挿通される。
【００２７】
　この第１栓体９の外側は、ハウジング８の保持部１８ａ，１８ｂの間に嵌合されて保持
される形状寸法に形成されている。つまり、ハウジング８の下側端開口から第１栓体９を
挿入すると、第１栓体９は、ハウジング８の内周面に設けられた係止部１９と保持部１８
ａとを乗り越えて、保持部１８ｂに当接するまで挿入されて、保持部１８ａ，１８ｂの間
に嵌合される。この第１栓体９のハウジング８へ挿入して嵌合させる組み込み作業は、１
方向の単純押し込み作業であることから、機械化による自動組み込みが容易に実現できる
。また、第１栓体９の下側端には、前記ハウジング９が装着されたチャンネル開口６の口
元の全周に亘り水密的に密着させる第１のシール部２３が形成されている。
【００２８】
　なお、この第１栓体９の第１の閉鎖膜９ａに設けられた第１の処置具挿通孔１１は、図
７に示すように、第１の閉鎖膜９ａの上下間を連通するように穿設された同一径の小孔２
１’、または図８に示すように、第１の閉鎖膜９ａの上下間を連通するように穿設された
スリット２１”としても良い。つまり、この第１の処置具挿通孔１１は、処置具を挿入し
た際に、処置具の外周に第１の閉鎖膜９ａが密着される形状に形成されている。
【００２９】
　第２栓体１０は、ハウジング８の上側端壁１２に設けられた栓体取付部１３に装着され
る略筒状の栓体部２７、この栓体部２７の上面側から延出された把持部３０、及びこの把
持部３０と対向する栓体部２７の上面側から延出された保持部３１からなり、一体に形成
されている。
【００３０】
　この第２栓体１０の栓体部２７の上側開口には、半球状の第２の閉鎖膜２６が設けられ
ている。この半球状の第２の閉鎖膜２６の中央には、第２の閉鎖膜２６の上下間を連通す
るスリット状に形成された第２の処置具挿通孔２５が設けられている。この第２の処置具
挿通孔２５は、スリット状でも良く、図９に示すように、第２の閉鎖膜２６の上下間を連
通するように穿設された同一径の小孔２５’としても良い。つまり、この第２の処置具挿
通孔２５は、処置具を挿入した際に、処置具の外周に第２の閉鎖膜２６が密着される形状
に形成されている。
【００３１】
　また、第２栓体１０の栓体部２７の下側開口端は、前記ハウジング８の栓体取付部１３
に挿着された際に、第１栓体９の上型開口の周囲と水密的に密着させる第２のシール部２
８が形成されている。
【００３２】
　この第２栓体１０の把持部３０は、第２栓体１０の栓体部２７がハウジング８に挿着さ
れた際に、ハウジング８のつまみ部１４の上面部分に重なる位置に設けられている。この
把持部３０の形状は、つまみ部１４と略同形状であり、つまみ部１４と対向する面には、
凸部２９が形成され、かつ、つまみ部１４の上面よりも角度α図中上方に傾斜されて形成
している。つまり、把持部３０を角度αの傾斜を有し、かつ凸部２９を設けたことにより
、把持部３０を術者が把持しやすく、かつ、引き上げ操作しやすくしている。なお、把持
部３０の傾斜角度αは、約２０゜位が望ましい。
【００３３】
　この第２栓体１０の保持部３１は、把持部３０と対向する側に帯状に形成され、ハウジ
ング８の切り込み溝１５ａ，１５ｂの間に平行して配置されるように先端には、ハウジン
グ８の側面に設けられた取付部２４に取り付けられる取付孔３３が設けられている。また
、この取付孔３３が設けられた近傍の保持部３１には、ハウジング８から第２栓体１０を
取り外した際に、ハウジング８の栓体取付部１３の挿入周囲から遠ざけた位置に垂下させ
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るためのヒンジ部３４が形成されている。さらに、保持部３１の先端面には、平面部３２
を設けて、ハウジング８のフランジ１６に当接されるようにしている。
【００３４】
　つまり、この第２栓体１０の保持部３１の取付孔３３を、ハウジング８の取付部２４に
装着させて取り付ける。このハウジング８に保持部３１が取り付けられた第２栓体１０は
、栓体部２７をハウジング８の栓体取付部１３に挿入されて、ハウジング８の内周に保持
されている第１栓体９の上側開口の周囲と第２栓体１０の第２のシール部２８を水密的に
密着させる。
【００３５】
　この状態から第２栓体１０をハウジング８から取り外す際には、把持部３０を把持して
引き上げると、栓体部２７はハウジング８の栓体取付部１３から取り外すことが出来、こ
の取り外された第２栓体１０は、ヒンジ部３４からハウジング８の外側に沿って垂下され
、かつ、保持部３１は先端部の平面部３３により回転転倒が防止される。
【００３６】
　このハウジング８、第１栓体９、及び第２栓体１０からなる処置具栓１の組み立てと、
処置具チャンネル７のチャンネル開口６への取付について説明する。   
　ハウジング８の下側端開口（フランジ１６が形成されている側の開口）からハウジング
８の内周に、第１栓体９を挿入させる。このとき、第１栓体９は、ハウジング８よりも弾
性に富んだ部材により形成されているために、変形収縮してハウジング８の内周に設けら
れた保持部１８ａ，１８ｂの間に装着される。または、ハウジング８の上端の開口である
栓体取付部１３から第１栓体９の第１の閉塞膜９ａ側から挿入させて、保持部１８ａ，１
８ｂの間に装着させる。
【００３７】
　次に、ハウジング８の取付部２４に、第２栓体１０の保持部３１の取付孔３３を装着さ
せて固定する。この第２栓体１０は、第１栓体９と同様な弾性に富んだ部材により形成さ
れているために、保持部３１を湾曲させながら、栓体部２７をハウジング８の栓体取付部
１３に挿入させる。この栓体部２７は変形収縮してハウジング８の栓体取付部１３に挿入
されると、栓体部２７の第２のシール部２８は、ハウジング８の内周に配置されると共に
、ハウジング８の内周に装着されている第１栓体９の上側端開口の周囲に水密的に密着さ
れる。かつ、把持部３０は、ハウジング８のつまみ部１４の上面に重ねられるように配置
される。これにより、ハウジング８に設けられた切り込み溝１５ａ，１５ｂの間に第２栓
体１０が装着される。
【００３８】
　このようにして組み立てられた処置具栓１を内視鏡２の処置具チャンネル７のチャンネ
ル開口６への取付について説明する。組み立てられた処置具栓１は、事前滅菌処理されて
いる。この滅菌処理された処置具栓１のハウジング８の下側端開口（フランジ１６が形成
されている側の開口）から処置具チャンネル７のチャンネル開口６に挿入する。このハウ
ジング８の下側端開口は、チャンネル開口６に設けられたフランジ状の口元を係止部１９
の傾斜面２０により乗り越えて、係止部１９と第１栓体９の下側端開口の第１のシール部
２３に装着される。これにより、第１栓体９の第１のシール部２３とチャンネル開口６の
フランジ状の口元とが水密的に密着される（図１に示す状態）。また、第１のシール部２
３がなくてもチャンネル開口６とハウジング８との間でシールができるようにしても良い
。
【００３９】
　このようにして、処置具チャンネル７のチャンネル開口６に処置具栓１が取り付けられ
た状態において、図示していない処置具５の先端を処置具栓１の第２栓体１０の第２の閉
鎖膜２６に設けられている第２の処置具挿通孔２５から挿入し、かつ、第１栓体９の第１
の閉鎖膜９ａに設けられている第 1の処置具挿通孔１１を介して、処置具チャンネル７へ
と挿入される。
【００４０】
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　この処置具栓１に挿入された処置具５の外周には、第２栓体１０の第２の処置具挿通孔
２５と第１栓体９の第１の処置具挿通孔１１が密着されて挿入操作されるために、処置具
チャンネル７の密閉状態が確保でき、仮に体腔内の汚物や空気が処置具チャンネル７を逆
流しても第２の閉鎖膜２６と第１の閉鎖膜９ａにより外部への漏洩を防ぐことが出来る。
【００４１】
　また、この処置具５に、極めて太い外径の処置具５を使用する場合は、第１の閉鎖膜９
ａと第２の閉鎖膜２６との密着により挿入操作の進退力量が重い場合には、第２栓体１０
をハウジング８から取り外して（図２に示す状態）、第１栓体８の第１の処置具挿通孔１
１から処置具チャンネル７へと処置具５を挿入させる。これにより、太径の処置具５の挿
入操作の進退力量が軽くなると共に、処置具チャンネル７の密閉状態も確保できる。
【００４２】
　なお、この第２栓体１０をハウジング８から取り外す際には、把持部３０を把持して引
き上げることにより第２栓体１０の栓体部２７をハウジング８の栓体取付部１３から取り
外す。この第２栓体１０の取り外しの際に、ハウジング８のつまみ部１７に対して、第２
栓体１０の把持部３０は角度α傾斜させているために、術者は容易に把持部３０のみを把
持でき、かつ、把持部３０に設けた凸部２９に指をかけることにより把持部３０の引き上
げ操作も容易となる。このハウジング８から取り外された第２栓体１０は、ヒンジ部３４
からハウジング８の外側に沿って垂下されるために、第２栓体１０がハウジング８の栓体
取付部１３の投影範囲Ｑの位置から遠ざけることが出来、かつ、ハウジング８の栓体取付
部１３と第１栓体９の第１の処置具挿通口１１への処置具５の挿入操作の妨げとならない
位置に垂下させることが出来る。
【００４３】
　次に、処置具チャンネル７のチャンネル開口６から処置具栓１の取り外し操作について
、図５を併用して説明する。処置具栓１をチャンネル開口６から取り外す際には、ハウジ
ング８のつまみ部１４のみ、或いは、ハウジング８のつまみ部１４と第２栓体１０の把持
部３０とを一緒に把持する。この把持されたつまみ部１４を指標１７の方向、図５の図中
の矢印方向に引き上げる。このつまみ部１４の引き上げによりハウジング８に設けられた
切り込み溝１５ａ，１５ｂが引き裂かれて、ハウジング８の上面から側面へとハウジング
８が引き裂かれる。つまり、ハウジング８は、切り込み溝１５ａ，１５ｂから引き裂かれ
てチャンネル開口６から簡単に取り外すことが出来る。かつ、その取り外された処置具栓
１は、ハウジングが引き裂かれていることにより再使用が不可能となる。
【００４４】
　このように、処置具栓１の取り外しの際に、第２栓体１０のハウジング８への装着状態
に係わることなく、つまみ部１４の引き上げ操作によりハウジング８を簡単確実に引き裂
き確実に再使用不能状態とすることが出来る。
【００４５】
　このハウジング８の引き裂き取り外しの際に、ハウジング８の下端部には、フランジ部
１６がほぼ全周状に形成されているため、ハウジング８の根元が安定しており、切り込み
溝１５ａ，１５ｂからの引き裂き操作も確実に実行できる。また、このフランジ１６は、
第１栓体９と第２栓体１０を介して、処置具５を挿入した際に、処置具５の外側への倒れ
をハウジング８により防止できる。このために、第１栓体９の第１の処置具挿通孔１１、
及び第２栓体１０の第２の処置具挿通孔２５、処置具５との間の密着接触を保持でき、か
つ、処置具チャンネル７のチャンネル開口６の口元と第１栓体９の第１のシール部２３と
の密着接触も保持できる。特に、図 1に示したように、第１栓体９の第１の処置具挿通孔
１１の下面と、第２栓体１０の第２の処置具挿通孔２５の上面の間の高さＨは、チャンネ
ル開口６の内径Ｄよりも大きく（Ｈ≧Ｄ）形成すると、処置具５が挿入された状態におけ
る処置具５の倒れ角を小さくでき、処置具５を安定して収納保持できる。
【００４６】
　さらに、第１栓体９と第２栓体１０は、ハウジング８に対して単純押し込みで組み込み
可能であるために、機械による自動組み込みが可能となり、組み込み作業の効率が向上す
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ると共に、滅菌処理と、滅菌処理後のパッケージングとを共に自動化することが出来る。
【００４７】
　次に、本発明に係る処置具栓の第２の実施形態について図１０を用いて説明する。なお
、図１乃至図９と同一部分は、同一符号を付して詳細説明は省略する。   
　この第２の実施形態の処置具栓１ａは、第１栓体９と第２栓体１０を一体に形成されて
いる。つまり、第２栓体１０の保持部３１に代えて、第２栓体１０から延出して第１栓体
９の外側上面と連結される連結片３１ａが設けられている。この連結片３１ａの中間部分
には、折り曲げやすくするためのヒンジ部３４ａが設けられている。一方、ハウジング８
の外側には、第１栓体９と第２栓体１０を連結する連結片３１ａが挿通される連結片挿通
溝３５が設けられている。
【００４８】
　このような構成において、ハウジング８の上面の栓体取付部１３から第１栓体９を挿入
して、保持部１８ａ，１８ｂの間に装着させる。この第１栓体９から延出されている連結
片３１ａをハウジング８の連結片挿通溝３５に挿通させると共に、第２栓体１０の栓体部
２７をハウジング８の栓体取付部１３に装着する。この処置具栓１ａを処置具チャンネル
７のチャンネル開口６への取付と、チャンネル開口６からの取り外しは、前述した第１の
実施形態と同じ方法で実行可能となる。
【００４９】
　この第２の実施形態の処置具栓１ａは、前述した第１の実施形態と同様な効果を有する
と共に、第１栓体９と第２栓体１０を一体的に形成したことにより、部品構成が簡素とな
り、コストの低減が可能となる。
【００５０】
　次に、本発明に係る処置具栓の第３の実施形態について、図１１を用いて説明する。な
お、図１乃至図９と同一部分は、同一符号を付して詳細説明は省略する。   
　この第３の実施形態の処置具栓１ｂの前述した第１の実施形態との相違は、第２栓体１
０の保持部３１を取り付ける取付部２４の位置が異なる。前述した第１の実施形態は、第
２栓体１０の保持部３１がハウジング８に設けられた切り込み溝１５ａ，１５ｂの間に平
行に取れ付け固定される位置に取付部２４が設けられている。
【００５１】
　これに対して、この第３実施形態では、ハウジング８に設けられた切り込み溝１５ａ，
１５ｂに対して、第２栓体１０の保持部３１が直交するように取り付けられる位置に取付
部２４’を設けている。つまり、第２栓体１０は、ハウジング８の栓体取付部１３に取り
付けられた際に、切り込み溝１５ａ，１５ｂを跨ぐ状態になる。
【００５２】
　このように第２栓体１０が取り付けられた状態において、ハウジング８のつまみ部１４
を把持して切り込み溝１５ａ，１５ｂから切り裂いた場合には、ハウジング８のつまみ部
１４は、第２栓体１０に当接して切り込み溝１５ａ，１５ｂからの切り裂きが阻止される
。つまり、第２栓体１０がハウジング８の栓体取付部１３から取り外されない限り、切り
込み溝１５ａ，１５ｂからのハウジング８の切り裂きが出来ないようになる。これにより
、誤ってつまみ部１４を引き上げてハウジング８を切り裂く行為を防止できる。
【００５３】
　次に、本発明に係る処置具栓の第４の実施形態について、図１２と図１３を用いて説明
する。図１２は本発明に係る内視鏡用処置具栓の第４の実施形態に構成を示す側面図、図
１３は本発明に係る内視鏡用処置具栓の第４の実施形態を示し、図１２の切断線Ｒ－Ｒか
ら切断した断面図である。なお、図１乃至図９と同一部分は、同一符号を付して詳細説明
は省略する。
【００５４】
　この第４の実施形態は、前述した第１の実施形態とは、ハウジング８に設けられるつま
み部１４と切り込み溝１５ａ，１５ｂの位置が異なる。この第４の実施形態の処置具栓１
ｃは、ハウジング８の下端側の外周に設けられたフランジ部１６の一部を切り欠き、つま
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み部１４’を形成する。そのつまみ部１４’の両側からハウジング８の側面に切り込み溝
１５ａ’，１５ｂ’を形成している。この切り込み溝１５ａ’，１５ｂ’の上端側は、ハ
ウジング８の図中の上下方向の略半分以上の上方向まで伸張し、かつ、その切り込み溝１
５ａ’，１５ｂ’の上端間を連結する切り込み溝により形成された折り曲げ部３６が設け
られている。
【００５５】
　つまり、フランジ部１６の一部に形成されたつまみ部１４’を引き上げることにより、
切り込み溝１５ａ’，１５ｂ’が切り裂かれて、ハウジング８の外側が折り曲げ部３６ま
で切り裂かれるとハウジング８は、チャンネル開口６から容易に取り外しできる。なお、
ハウジング８の側面に設けられた切り込み溝１５ａ’，１５ｂ’の間につまみ部１４’の
引き上げ方向を示す指標１７を形成されるとつまみ部１４’の引き上げ方向が容易に認識
可能となる。
【００５６】
　この第４の実施形態の処置具栓１ｃは、第２栓体１０の保持部３１’には、前述した第
１の実施形態の処置具１の第２栓体１０の保持部３１に設けられているヒンジ部３４を有
していない。その代わりに第２栓体１０の保持部３１’が取り付けられるハウジング８の
外側に曲げ規制部３７が形成されている。この曲げ規制部３７は、第２栓体１０の保持部
３１’の先端の取付孔３３が取付固定される取付部２４の図中上方の位置に外方向の突出
させた凸部形状に形成されている。つまり、保持部３１’の取付孔３３をハウジング８の
取付部２４に取付固定すると共に、曲げ規制部３７との間に保持させる。これにより、第
２栓体１０をハウジング８の栓体取付部１３から取り外した際に、図中２点鎖線で示すよ
うに、保持部３１’をハウジング８に対して、略斜め方向に傾けて放置させることが出来
る。これにより、前述した第１の実施形態と同様な効果が得られると共に、第２栓体１０
を取り外した際に、処置具５の挿入操作の妨げとなる位置から遠ざけることが出来る。
【００５７】
　次に、本発明に係る処置具栓の第５の実施形態について、図１４乃至図１７を用いて説
明する。図１４は本発明に係る内視鏡用処置具栓の第５の実施形態の構成を示す側面図、
図１５は本発明に係る内視鏡用処置具栓の第５の実施形態の構成を示す断面図、図１６は
本発明に係る内視鏡用処置具線の第５の実施形態において、図１４のの矢印Ｐ方向から見
たハウジング８ａの上面図、図１７は本発明に係る内視鏡用処置具線の第５の実施形態に
おいて、第２栓体の構成を示す平面図である。なお、図１乃至図９と同一部分は、同一符
号を付して詳細説明は省略する。
【００５８】
　この第５の実施形態の内視鏡に用いる処置具栓１ｄは、前述した第１の実施形態の処置
具栓１のハウジング８と第２栓体１０の構成が異なる。この処置具栓１ｄのハウジング８
ａは、図１４と図１５に示すように、ハウジング８ａの外側の略中間部分から外方向につ
まみ部１４ａが延出されている。このつまみ部１４ａは、前述したつまみ部１４と略同一
形状寸法に形成されており、このつまみ部１４ａの根元部分からハウジング８ａの外側に
切り込み溝１５ａ，１５ｂが設けられている。この切り込み溝１５ａ，１５ｂは、つまみ
部１４ａを図中上方向に持ち上げた際に、ハウジング８ａを切り裂かれるようになってい
る。この切り込み溝１５ａ，１５ｂは、ハウジング８ａのつまみ部１４ａが形成された外
側から上面とつまみ部１４ａと対向する外側を経てフランジ１６まで延在されている。
【００５９】
　つまり、チャンネル開口６に取り付けられたハウジング８ａを取り外す際に、つまみ部
１４ａを把持して、図中上方向にめくり上げると切り込み溝１５ａ，１５ｂからハウジン
グ８ａを切り裂くことができる。これにより、チャンネル開口６からハウジング８ａが容
易に取り外せると共に、再使用が不可能となる。
【００６０】
　さらに、ハウジング８ａの上部の外周には、後述する第２栓体１０ａのリング部３１ｂ
が嵌合される嵌合溝９ｂが設けられている。この嵌合溝９ｂは、図１７に示すように、第
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２栓体１０ａの把持部３０と対向する側から延在している保持部３１ａの先端に設けられ
た略矩形状のリング部３１ｂが嵌合されるようになっている。このため、ハウジング８ａ
の嵌合溝９ｂは、リング部３１ｂと同一形状に形成されている。なお、このリング部３１
ｂと嵌合溝９の形状は、前述した略矩形状以外に、例えば、平行部を有する異型形状とし
ても良い。これにより、第２栓体１０ａのリング部３１ｂをハウジング８ａの嵌合溝９ｂ
に嵌合させた際の位置決めが容易となり、かつ、第２栓体１０ａのハウジング８ａの栓体
挿入孔１３への取付や取り外しが容易となる。
【００６１】
　さらに、ハウジング８ａの栓体取付部１３から第２栓体１０ａを把持部３０の把持操作
により取り外した際には、図１５に２点鎖線で示すように、栓体取付部１３の投影開口位
置から離された位置に配置させることが出来る。
【００６２】
　これにより、前述した第１の実施形態と同様な効果が得られると共に、第２栓体１０ａ
を取り外した際に、処置具５の挿入操作の妨げとなる位置から遠ざけることが出来る。
【００６３】
　［付記］
　以上詳述した本発明の実施形態によれば、以下のごとき構成を得ることができる。
【００６４】
　（付記１）　内視鏡の処置具チャンネルのチャンネル開口に取り付けられる内視鏡用処
置具栓において、
　処置具が挿通される第１の処置具挿通口を有する第１栓体と、
　栓体取付部を有し、前記チャンネル開口に装着されると共に、前記第１栓体の第１の処
置具挿通口を前記チャンネル開口と対向するように内装すると共に、前記チャンネル開口
から取り外す際に破断可能な破断部が設けられたハウジングと、
　前記処置具が挿通される第２の処置具挿通口を有し、この第２の処置具挿通口と前記第
１栓体が対向するように、前記ハウジングの栓体取付部に着脱自在に装着される第２栓体
と、
　を具備したことを特徴とする内視鏡用処置具栓。
【００６５】
　（付記２）　前記ハウジングの外側には、前記チャンネル開口から取り外す際に用いる
つまみ部が設けられ、このつまみ部の操作により前記ハウジングの破断部が破断されるこ
とを特徴とする付記１記載の内視鏡用処置具栓。
【００６６】
　（付記３）　前記第２栓体が、前記ハウジングの栓体取付部に装着された状態では、前
記第２栓体は前記ハウジングの破断部を越えないで両端保持されていることを特徴とする
付記１に記載の内視鏡用処置具栓。
【００６７】
　（付記４）　前記第２栓体が、前記ハウジングの栓体取付部に装着された状態では、前
記第２栓体は前記ハウジングの破断部を越えて両端保持されていることを特徴とする付記
１に記載の内視鏡用処置具栓。
【００６８】
　（付記５）　前記第２栓体は、前記ハウジングから取り外した際に、前記ハウジングの
栓体取付部の挿入範囲から回避させた位置に保持させる保持部を有することを特徴とした
付記１乃至４のいずれかに記載の内視鏡用処置具栓。
【００６９】
　（付記６）　内視鏡のチャンネル開ロ部に取り付けられる内視鏡用鉗子栓において、
　第１処置具挿通路が形成された第 1栓休と、
　前記第１栓体の第１処置具挿通路を前記チャンネル開口の対向位置に保持でき、かつチ
ャンネル開口から取り外す時に切り裂かれるハウジングと、
　第２処置具挿通路が形成され、かつその第２処置具挿通路を前記第１栓体の第１処置具
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挿通路の対向位置に着脱自在な第２栓体と、
　からなることを特徴とする内視鏡用鉗子栓。
【００７０】
　（付記７）　前記第１栓体と前記第２栓体をそれぞれ個別に形成し、かつ第２栓体の第
２処置具挿通路と反対側の一部をハウジングに保持させたことを特徴とする付記５記載の
内視鏡用鉗子栓。
【００７１】
　（付記８）　前記ハウジングには、引き裂き可能な切り込み溝が形成されており、かつ
第２栓休は、その切り込み溝と平行状態に前記ハウジングに保持されていることを特徴と
する付記５記載の内視鏡用鉗子栓。
【００７２】
　（付記９）　前記ハウジングには、引き裂き可能な切り込み溝が形成されており、かつ
第２栓体は、その切り込み溝と直交状態に前記ハウジングに保持されていることを特徴と
する付記５記載の内視鏡用鉗子栓。
【００７３】
　（付記１０）　前記ハウジングから前記第２栓体を外した状態において、前記第２栓体
は、前記ハウジングの頭部に形成された処置具挿入口の投影面積内に放置されないことを
特徴とする付記５記載の内視鏡用鉗子栓。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】本発明に係る内視鏡用処置具栓の第１の実施形態である処置具栓を処置具チャン
ネルのチャンネル開口に装着した状態を示す断面図。
【図２】本発明に係る内視鏡用処置具栓の第１の実施形態である処置具栓の第２栓体を図
１の状態から取り外した状態を示す断面図。
【図３】図２に示した本発明に係る内視鏡用処置具栓の第１の実施形態である処置具栓を
上側から見た上面図。
【図４】図１に示した本発明に係る内視鏡用処置具栓の第１の実施形態である処置具栓を
図中矢印Ｙ方向から見た側面図。
【図５】本発明に係る内視鏡用処置具栓の第１の実施形態である処置具栓の第２栓体を操
作している状態を示す斜視図。
【図６】本発明に係る内視鏡用処置具栓が用いられる内視鏡の正面図。
【図７】本発明に係る内視鏡用処置具栓の第１の実施形態である処置具栓の第１栓体の第
１変形例を示す断面図。
【図８】本発明に係る内視鏡用処置具栓の第１の実施形態である処置具栓の第１栓体の第
２変形例を示す断面図。
【図９】本発明に係る内視鏡用処置具栓の第１の実施形態である処置具栓の第２栓体の第
１変形例を示す断面図。
【図１０】本発明に係る内視鏡用処置具栓の第２の実施形態の構成を示す断面図。
【図１１】本発明に係る内視鏡用処置具栓の第３の実施形態の構成を示す側面図。
【図１２】本発明に係る内視鏡用処置具栓の第４の実施形態の構成を示す側面図。
【図１３】本発明に係る内視鏡用処置具栓の第４の実施形態の構成を示す、図１２のＲ－
Ｒせん断線から切断した断面図。
【図１４】本発明に係る内視鏡用処置具栓の第５の実施形態の構成を示す側面図。
【図１５】本発明に係る内視鏡用処置具栓の第５の実施形態の構成を示す、図１４のＳ－
Ｓ切断線から切断した断面図。
【図１６】本発明に係る内視鏡用処置具線の第５の実施形態において、図１４の矢印Ｐ方
向から見たハウジングの上面図。
【図１７】本発明に係る内視鏡用処置具線の第５の実施形態において、第２栓体の構成を
示す平面図。
【符号の説明】
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【００７５】
　１　　処置具栓
　５　　処置具
　６　　チャンネル開口
　７　　処置具チャンネル
　８　　ハウジング
　９　　第１栓体
　１０　第２栓体
　１１　第１の処置具挿通孔
　１３　栓体取付部
　１４　つまみ部
　１５　切り込み溝
　１６　フランジ
　１７　指標
　１８　保持部
　１９　係止部
　２４　取付部
　２５　第２の処置具挿通孔
　３０　把持部
　３１　保持部
　３３　取付孔
　代理人　弁理士　伊藤　進
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

(15) JP 4009586 B2 2007.11.14



【 図 １ ７ 】
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